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別紙２ 事業日程 

１ 基本契約（仮契約）、設計監理委託契約（仮契約）、工事請負契約（仮契約）、管理運営

委託契約（仮契約）の締結 

  令和●年●月 

 

２ 基本契約（本契約）、設計監理委託契約（本契約）、工事請負契約（本契約）、管理運営

委託契約（本契約）成立 

（施設整備期間の開始日） 

令和●年●月 

（１）施設整備期間 

 ア 基本設計図書の提出（※） 

   ・給食センター  令和●年●月●日 

 イ 実施設計図書の提出（※） 

   ・給食センター  令和●年●月●日 

 ウ 工事開始予定日（※） 

   ・給食センター  令和●年●月●日 

 エ 完工予定日（※） 

   ・給食センター  令和●年●月●日 

 

３ 本施設の引渡予定日（※） 

  令和●年●月●日 

 

４ 開業準備期間（※） 

  令和●年●月●日～令和●年●月●日 

 

５ 給食開始予定日 

  令和５年９月１日 

 

６ 維持管理・運営業務の終了 

  令和 20年８月 31日 

 

※選定事業者の提案に基づいて記載する。 
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別紙３ 維持管理・運営事業者の資本金及び株主構成 

【コンソーシアムで法人を組成しない場合は削除】 

１ 基本契約締結時 

  維持管理・運営事業者の資本金の額    ●●円 

  維持管理・運営事業者の発行済株式の総数 ●●株 

 

  出資者（代表企業） 

  名 称 ●● 

  所在地 ●● 

  出資額 ●●円 

  引き受ける株式の総数 ●●株 

 

  出資者 

  名 称 ●● 

  所在地 ●● 

  出資額 ●●円 

  引き受ける株式の総数 ●●株 
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別紙４ 業務の委託又は請負企業一覧 

市又は維持管理・運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容●●業務 

企業の名称  ●● 

企業の所在地 ●● 

 

市又は維持管理・運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容●●業務 

企業の名称  ●● 

企業の所在地 ●● 

 

市又は維持管理・運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容●●業務 

企業の名称  ●● 

企業の所在地 ●● 

 

市又は維持管理・運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容●●業務 

企業の名称  ●● 

企業の所在地 ●● 
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別紙５ 保険※ 

維持管理・運営事業者は、本契約が有効である間、以下に記載する保険契約者をして、以

下の保険に加入せしめなければならない。なお、提案書類において、以下に記載する条件を

超える提案（以下、本別紙において「事業者提案」という。）が行われた場合には、事業者

提案にかかる保険については、維持管理・運営事業者は、本契約が有効である間、事業者提

案の保険契約者をして、事業者提案の条件の保険に加入せしめなければならない。また、維

持管理・運営事業者は、以下の保険契約が締結されたときは、その保険証券の写しを遅延な

く市に提示し、かつ市の承諾なく保険契約者に保険契約及び保険金額その他の条件の変更

若しくは解約をさせてはならない。 

 

第三者賠償責任保険（請負賠償責任保険及び生産物賠償責任保険） 

 保険契約者  維持管理・運営事業者の構成員の１社 

 被保険者   維持管理・運営事業者、維持管理・運営事業者から本事業を請け負又は受

託する全ての者及びそのすべての下請負人、並びに市 

 保険期間   開業準備期間及び維持管理・運営業務の期間（期間中に更新していくこと

は可とする。） 

 保険金額   対人：１名あたり最大１億円、１事故あたり最大 10億円 

        対物：１事故あたり最大 10百万円 

 保障する損害 本施設の使用又は管理並びに本施設内での事業遂行に伴う法律上の損害

賠償責任を負担することによって被る損失 

 免責金額   １事故あたり５万円以下 

 特約     被保険者間交叉責任担保特約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市が要求する最低水準の保険のみ記載しています。提案書類において、上記条件を超え

る提案が行われた場合は、その提案内容を契約条件とします。  
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別紙６ サービス購入費の算出方法及びサービス購入費の支払方法 

 

１ サービス購入費の算出方法 

（１）サービス購入費の構成 

維持管理・運営事業者が実施する開業準備に係る対価は、本契約に基づき支払われる

「サービス購入費Ａ」とする。維持管理・運営事業者が実施する維持管理・運営に係る

対価は、本契約に基づき支払われる「サービス購入費Ｂ」及び「サービス購入費Ｃ」で

構成される。施設整備（設計監理及び工事）に関連する費用（契約締結等の諸手続き費

用やセルフモニタリング費用を含む）に係る対価は、サービス購入費に含めないこと。 

表：サービス購入費の構成 

区 分 サービス購入費（支払方法） 支払時期 

開業準備 サービス購入費Ａ（一括払い） 開業準備完了後に支払う 

給食及び維持管理 
サービス購入費Ｂ（固定料金） 維持管理・運営期間中に四半期

毎に支払う サービス購入費Ｃ（変動料金） 

 

（２）開業準備に係る対価（サービス購入費Ａ） 

開業準備に係る対価に相当する額は、施設引渡し後に発生する費用であり、次の費用

を含むものとする。 

表：サービス購入費Ａ 

項 目 区 分 構成される費用の内容 

開業準備に係る対価 

（サービス購入費Ａ） 

※維持管理・運営事業者の

提案により開業準備期間

を１ヶ月以上確保する場

合においても、当該対価

は１ヶ月相当分とする。 

開業準備費 

・建物維持管理業務 

・建築設備維持管理業務 

・厨房機器維持管理業務 

・外構等維持管理業務 

・清掃業務 

・警備業務 

・業務計画書及び業務報告書の作成 

・事故等発生時対応マニュアルの作成 

・光熱水費 

・設備等の試稼働 

・研修・訓練費 

・リハーサル費（調理、配送） 

・廃棄物の処理 

・内覧会、竣工式、見学等の開催支援 

・広報資料作成費 

・その他開業準備に関して必要となる費
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用（モニタリング準備費、弁護士費用等

は含まない。） 

 

市は、開業準備に係る対価として、サービス購入費Ａを、開業準備業務完了後に一括

で支払う。ただし、支払日は、給食業務開始日以降の日とする。 

また、市は、学校等の事情により、提案書類に記載された調理リハーサル、配送リハ

ーサルその他の開業準備業務が実施されなかったと確認した場合には、維持管理・運営

事業者へ支払うサービス購入費の減額を行う場合がある。 

 

（３）維持管理・運営に係る対価（サービス購入費Ｂ・Ｃ） 

ア 維持管理・運営に係る対価 

維持管理・運営に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。 

表：サービス購入費Ｂ・Ｃ 

項 目 区 分 構成される費用の内容 

維持管理・運営に係る対価

（サービス購入費Ｂ・Ｃ） 

運営業務費 

・日常の検収補助及び食材保管業務 

・給食調理業務 

・洗浄等業務 

・配送及び回収業務 

・配膳業務 

・残渣等（調理屑・給食食べ残し）処理業

務 

・運営備品等更新業務（ただし、食器は除

く。） 

・配送車両調達・維持管理業務 

・食育支援業務 

・光熱水費 

維持管理費 

・建物維持管理業務 

・建築設備維持管理業務 

・厨房機器維持管理業務 

・外構等維持管理業務 

・清掃業務 

・警備業務 

その他費用 

・運営期間中の保険料 

・一般管理費 

・法人税、法人の利益に対してかかる税金

等及び運営事業者の税引後利益（株主へ
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の配当原資等） 

・その他運営に関して必要となる費用 

 

市は、給食センターの運営に係る対価について、給食期間にわたり固定的に支払う

「サービス購入費Ｂ」と、提供給食数等に応じて変動的に支払う「サービス購入費Ｃ」

に分けて支払う。 

 

イ サービス購入費Ｂ（固定料金） 

給食センターの運営に係る対価のうち、給食期間にわたり市が維持管理・運営事業者

に対して固定的に支払うものをいい、維持管理・運営事業者が提案書類において提案し

た金額に基づき、年度毎に固定された金額を支払う。 

支払回数は年４回とし、第１四半期から第４四半期の各四半期において、年間支払額

の４分の１相当額（初回は、12分の１相当額。また、最終回は、12分の２相当額。）を、

給食期間中に計 61回支払う（例えば、給食業務開始日が令和５年９月１日であれば、

令和５年 11 月末日までを第１回の支払日、令和 20 年９月末日までを最終支払日とし

た 61回払いとなる。以下同じ）。 

 

ウ サービス購入費Ｃ（変動料金） 

給食センターの維持管理・運営に係る対価は平準化して支払うが、年間の基準提供食

数が募集要項に記載する「公募時算定用年間給食提供食数」から５％以上のかい離が生

じた場合に残余の期間のサービス購入費の額を見直すものとし、提供食数の変動によ

る見直しの際に、提供給食数に応じて見直し対象とするものをサービス購入費Ｃ（変動

料金）という。サービス購入費Ｃ（変動料金）は、維持管理・運営事業者が提案書類に

おいて提案した金額（単価）に基づき算定し、合計数に応じて支払う。 

支払回数は年４回とし、第１四半期から第４四半期の各四半期において、エの算定基

準によって算出される金額を、給食期間中に計 61回支払う。 

 

エ サービス購入費Ｃ（変動料金）の算定基準 

① 変動料金の考え方 

サービス購入費Ｃは、次の金額を加算した額とする。 

ａ 維持管理・運営事業者が提案する基準食１食当たりの料金単価（消費税及び地方

消費税を除く。以下、本別紙において同じ。）に給食提供期間（15年間）の基準

食提供給食数（合計）を乗じた額を給食提供期間で平準化した金額 

ｂ 維持管理・運営事業者が提案するアレルギー対応食１食当たりの料金単価に給

食提供期間（15 年間）のアレルギー対応食提供給食数（合計）を乗じた額を給

食提供期間で平準化した金額 
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給食期間中の各年度毎（５月１日時点）の提供対象者数（提供給食数の対象となる児

童等の合計数）が募集要項に記載の公募時算定用年間給食提供食数（１日あたり食数合

計）の５％以上増減した場合、翌年度以降のサービス購入費Ｃを見直す。見直しは、前

記提供対象者数の増減率を用いて、翌年度以降の事業期間中のサービス購入費Ｃを計

算することによって行う。 

維持管理・運営事業者が提案する各料金単価は、小数点以下第二位までとする。 

消費税及び地方消費税を除くサービス購入費Ｃに１円未満の端数が生じた場合、そ

の端数金額を切り捨てる。また、かかるサービス購入費Ｃをもとに計算した消費税及び

地方消費税に端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。 

 

② 提供食数の定義 

基準提供食数には、園児・児童・生徒用、教職員用、試食用が含まれるものとし、市

の検食用、維持管理・運営事業者の検食用を含まない。なお、提供給食数に含まれない、

市の検食用、維持管理・運営事業者の検食用は、サービス購入費Ｂの固定料金部分に含

まれるものとする。 

 

③ 提供対象者数等の大幅な増減に関する協議 

市及び維持管理・運営事業者は、給食期間中の各年度毎（５月１日時点）の提供対象

者数（提供食数の対象となる児童・生徒等の合計数）が募集要項に記載の公募時算定用

年間給食提供食数（１日あたり食数合計）の２割程度増減した場合、学校等の数が増減

した場合及び配送範囲が変更した場合は、サービス購入費Ｂ及びサービス購入費Ｃの

割合又はサービス購入費Ｂ及びサービス購入費Ｃの料金単価の見直しについて協議を

行うものとする。 

提供クラス数が増加するなど食缶等の運営備品等を新たに調達する必要が生じた場

合については、市は調達費等について合理的な範囲で負担するとともに、市及び維持管

理・運営事業者は、サービス購入費Ｂ及びサービス購入費Ｃの見直しについて協議を行

うものとする。 

 

④ 提供食数の決定方法 

園児・児童・生徒の転出入、教職員の異動、及び学校行事等の開催等の変動要因があ

るため、各月の前月の 20日（土・日・祝日の場合は直前平日）までに、市から維持管

理・運営事業者にその月の予定給食数の指示を行う。 

予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学級閉鎖及び学校行事等

の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の２稼動日前（ただし、

夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く２日前）の正午までに、市から維持管理・運
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営事業者に当該提供日に実施する給食数（以下、「実施給食数」という。）の指示を行う。 

 

２ サービス購入費の支払方法について 

市は、維持管理・運営事業者に対して「サービス購入費Ａ（一括払い）」、「サービス

購入費Ｂ（固定料金）」及び「サービス購入費Ｃ（変動料金）」を、次の規定に基づき支

払うものとする。 

 

（１）サービス購入費Ａ（一括払い） 

維持管理・運営事業者は、市が発行する給食開始確認書の受領後、適法な請求書を発

行し、その後 30日以内に、市が支払いを行う。 

 

（２）サービス購入費Ｂ（固定料金）及びサービス購入費Ｃ（変動料金） 

市は、維持管理・運営事業者の運営業務の実施状況をモニタリングし、要求水準が満

たされていることを確認した上で、サービス購入費Ｂ及びＣを支払う。 

市は、維持管理・運営事業者から毎月、月報及びセルフモニタリング報告書の提出を

受け、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、四半期最終月の月報及びセルフモニタ

リング報告書の受領後 10日以内に維持管理・運営事業者へモニタリングの結果を通知

する。当該通知の後に維持管理・運営事業者は適法な請求書を発行し、その受領後 30

日以内に、市が支払いを行う。 

 

（３）その他 

運営業務において、市が維持管理・運営事業者に対して負担すべき追加費用の支払い

は、かかる追加費用が固定的料金の場合はサービス購入費Ｂの増額をもって、変動的料

金の場合はサービス購入費Ｃの増額をもって行うことができる。また、維持管理・運営

事業者が市に対して負担すべき追加費用の支払いは、同様にサービス購入費Ｂ又はサ

ービス購入費Ｃの減額をもって行うことができる。 

なお、市が維持管理・運営事業者に対して損害賠償を行う場合に関してはこの限りで

ない。 

 

３ 物価変動に伴うサービス購入費の改定 

（１）サービス購入費Ａ（一括払い）の改定 

物価変動に伴うサービス購入費Ａの改定については、後述３（２）アのサービス購入

費Ｂの改定方法に基づくものとする。また、算定方法は、契約締結日の属する年度の９

月と令和５年９月の指標により算定する。 

 

（２）サービス購入費Ｂ（固定料金）及びサービス購入費Ｃ（変動料金）の改定 
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ア 対象となる費用と参照指標 

運営期間中の物価変動の改定の対象となる費用と改定に使用する指標は下表のとお

りとする。 

表：対象となる費用と参照指標 

項 目 費 用 参照指標 

サービス購入費Ｂ 

（固定料金） 

給食業務費相当額（光熱水

費相当分） 

消費者物価指数（総務省統

計局）：・光熱・水道〈市〉 

給食業務相当額（燃料費相

当分） 

国内企業物価指数（日本銀

行調査統計局） 

・石油・石炭製品／石油製品

／燃料油 

給食業務費相当額（光熱水

費及び燃料費相当分を除

く） 

毎月勤労統計賃金指数（厚

生労働省） 

・就業形態別きまって支給

する給与:一般労働者 30 

人以上 

維持管理費相当額 毎月勤労統計賃金指数（厚

生労働省） 

・就業形態別きまって支給

する給与:一般労働者 30 

人以上 

その他費用 改定は行わない 

サービス購入費Ｃ 

（変動料金） 

各献立料金単価の内、光熱

水費相当分の単価 

消費者物価指数（総務省統

計局）： 

・光熱・水道〈市〉 

各献立料金単価の内、燃料

費相当分の単価 

国内企業物価指数（日本銀

行調査統計局） 

・石油・石炭製品／石油製品

／燃料油 

同、光熱水費及び燃料費相

当以外の単価 

毎月勤労統計賃金指数（厚

生労働省） 

・就業形態別きまって支給

する給与:一般労働者 30 

人以上 

 

イ 改定方法 
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改定にあたっては、ウの計算方法に基づき各年度４月１日以降のサービス購入費Ｂ

及びサービス購入費Ｃを改定する。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てるものとする。物価改定は１年に１回とする。 

 

ウ 令和Ｎ年度の改定方法 

令和Ｎ年度のサービス購入費は、令和Ｘ年９月(前回改定時)の指標と令和(Ｎ-1)年

９月の指標とを比較して 1.5％以上の変動があった場合、令和(Ｎ-1)年度のサービス購

入費に、令和Ｘ年９月の指標と令和(Ｎ-1)年９月の指標に基づいて設定した改定率（小

数点以下第四位未満は切り捨てる。）を乗じて改定する。なお、第１回目の物価改定は、

契約締結日の属する年度の９月と令和５年９月の指標により算定する。 

 

計算方法：令和Ｎ年度のサービス対価の改定方法 

Ｐｎ＝Ｐ（ｎ－１）×改定率ｎ 

Ｐｎ：令和Ｎ年度のサービス購入費 

Ｐ（ｎ－１）：令和（Ｎ－１）年度のサービス購入費 

改定率ｎ：令和Ｎ年度の改定率 

＝令和（Ｎ－１）年９月の指標／令和Ｎ年９月（改定前時）の指標 

ただし、「0.985＜改定率 n＜1.015」の場合、令和Ｎ年度のサービス対価は改定しない。 

 

４ サービス購入費の減額等 

市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、施設整備業務及び維持

管理・運営業務の実施状況について、本契約等に適合しない場合には、本契約等の規定

に従い、維持管理・運営事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス購入費

の減額等の措置をとるものとする。 

また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を

追加する場合などに、市と維持管理・運営事業者は協議を行うものとする。 

 

５ サービス購入費の支払額（下記の対価には消費税及び地方消費税を含まない。） 

（１）開業準備に係る対価 

ア サービス購入費Ａ ［      ］円 

 

（２）給食及び維持管理に係る対価 

ア サービス購入費Ｂ（固定料金）（15年間） ［      ］円 

① うち給食業務費相当額（光熱水費相当分）（15年間） ［      ］円 

② うち給食業務費相当額（燃料費相当分）（15年間） ［      ］円 

③ うち給食業務費相当額（光熱水費及び燃料費相当分を除く）（15年間） 
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［      ］円 

④ うち維持管理費相当額（15年間） ［      ］円 

⑤ その他費用（①～④以外）（15年間） ［      ］円 

 

イ サービス購入費Ｃ（変動料金）※１（15年間） ［      ］円 

① 基準食献立料金単価（１食当たり）［      ］円／食 

ａ うち光熱水費相当分の単価 ［      ］円／食 

ｂ うち燃料費相当分の単価 ［      ］円／食 

ｃ うち光熱水費及び燃料費相当分以外の単価 ［      ］円／食 

② アレルギー対応食料金単価（１食当たり）［      ］円／食 

ａ うち光熱水費相当分の単価 ［      ］円／食 

ｂ うち燃料費相当分の単価 ［      ］円／食 

ｃ うち光熱水費及び燃料費相当分以外の単価 ［      ］円／食 

※１：事業者提案において前提とした想定年間提供食数をもとに算定したもの。 

 

（３）支払額 

上記（１）及び（２）は、令和●年[ ]月[ ]日に提出された提案書類に記載された 

金額であり、実際の支払額は、上記（１）及び（２）に金利変動、物価変動、提供給

食数の変動及び制度変更による増減並びに消費税及び地方消費税額を加算した額とす

る。 

なお、端数処理については、市からの収入（事業費）が費目毎に円単位となるよう小

数点第一位未満は切り捨てる。 
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別紙７ モニタリング及びサービス購入費の減額 

運営業務等に関するモニタリング及び運営業務等の不履行に対するサービス購入費の減

額手続等は以下のとおりとする。 

なお、運営業務等の不履行に対しては、サービス購入費の減額措置等の他、業務に関する

指導等を随時行う。 

 

１ 運営業務等に関するモニタリングの方法 

市はその費用負担において、事業期間中、運営業務等に関するモニタリングを行う。 

 

（１）日常モニタリング 

市は、日常的に施設巡回による業務遂行状況の確認を行う。 

 

（２）定期モニタリング 

市は、月１回、定期モニタリングを行う。定期モニタリングは、維持管理・運営事業

者が作成し提出した業務報告書の内容を確認し、維持管理・運営事業者の業務実施状況

をチェックする等の方法により実施する。また、市は必要に応じて施設巡回、業務監視、

維持管理・運営事業者に対する説明要求及び立会い等を行い、維持管理・運営事業者の

業務実施状況をチェックする。 

 

（３）随時モニタリング 

市は、運営期間中、必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。随時モニタ

リングにおいては、維持管理・運営事業者に事前に通知した上で、運営について維持管

理・運営事業者に説明を求め、又は維持管理及び運営状況について当該業務を行う維持

管理・運営事業者の立会いの上確認することができる。維持管理・運営事業者は、当該

説明及び確認の実施につき市に対して最大限の協力を行うものとする。 

 

（４）維持管理・運営事業者からの業務報告書の提出 

維持管理・運営事業者は、本契約第 30条に定められた維持管理状況及び運営状況を

正確に反映した業務報告書を作成し、市に提出する。市は提出された事前配送等業務報

告書及び業務報告書の内容を確認する。 

業務報告書及び提出時期は以下のとおりとする。 

① 業務日誌：作成日ごとに提出 

② 月報、セルフモニタリング報告書：毎月業務終了後原則７日以内に提出 

③ 年間報告書：事業年度終了後７日以内に提出 

 

２ 運営業務等が業務要求水準を満たしていない場合の措置 
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（１）市は、モニタリングの結果、運営業務等の遂行が本契約等を満たしていないと判断し

た場合、当該業務について本契約等を満たすよう指導等を行うとともに、一定期間内

に改善策の提案を求める。さらに、次回支払までの四半期間の累積減額ポイントが所

定の水準を超過した場合、サービス購入費の減額を行う。 

（２）運営期間を通じ、２回の減額措置を経た後、更に業務不履行（減額ポイントの発生）

があった場合、市は、維持管理・運営事業者と協議の上、維持管理業務を行う企業及

び給食調理業務を行う企業を変更させることがある。なお、サービス購入費の支払対

象期間の途中に維持管理業務を行う企業及び給食調理業務を行う企業を変更した場

合においても、当該期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した場合には、

この期間も減額措置を行う。 

（３）維持管理業務を行う企業及び給食調理業務を行う企業の変更後も対象業務の改善が

認められずサービス購入費の支払いの減額措置が行われる場合、又は維持管理・運営

事業者が次回支払までの四半期間以内に市の要求する維持管理業務を行う企業及び

給食調理業務を行う企業の変更に応じない場合は、市は本契約を解除することができ

る。 

（４）運営業務に関して、重大な食中毒の発生（死者又は重症者の発生）や重大なアレルギ

ー対応の誤り（死者又は重症者の発生）等があった場合（給食調理業務を行う企業が、

市内の他の学校給食施設において調理業務を行う場合にあって、当該他の学校給食施

設において同様の事象を生じた場合を含む。）で、その帰責事由が維持管理・運営事業

者にあることを市が確認した場合、市は、給食調理業務を行う企業を変更させること

ができる。また、維持管理・運営事業者が３ヶ月以内に市の要求する給食調理業務を

行う企業の変更に応じない場合は、市は本契約を解除することができる。 

 

３ 運営業務等において優れたサービスが提供された場合の措置 

（１）モニタリングの結果、運営業務等において、本契約等の水準を上回る水準の個別サー

ビスが提供された場合には、当該期間中の減額ポイントの減算による救済措置を受け

ることができる。 

（２）直前１年間について継続して良好なサービスが提供された実績がある場合には、当該

期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した時点で、減額ポイントの減算

による救済措置を受けることができる。本救済措置は、１回適用するごとにゼロクリ

アーされるものとする。 

（３）上記の減額ポイントの減算による救済措置は、給食提供を行う上で重大な問題が生じ

た場合（下記４（２）③に該当する場合）には適用できない。 

 

４ 減額の方法 

（１）減額の対象となる事態 
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運営業務等が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合に

は、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間

の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス購入費の減額を行う。 

運営業務等が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示

す状態と同等の事態をいう。 

なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、

あるいは、維持管理・運営事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等について

は、維持管理・運営事業者の提案内容及び本契約第 22条に定める「運営業務計画書」

等を踏まえ、運営期間が開始する日までに維持管理・運営事業者と協議を行ったうえで

設定することとする。 

表：減額の対象となる事態 

区 分 基 準 例 示 

業務不履行 

レベル１ 是正しなければ軽微な影響を

及ぼすと想定される場合 

・給食への軽微な異物混入

（毛髪等） 

・運営業務の未実施、怠惰（レ

ベル２に該当する場合を除

く） 

・業務報告の不備 

・関係者への連絡不備 

レベル２ 是正しなければ重大な影響を

及ぼすと想定される場合 

・給食への異物混入 

・衛生管理の不備 

・法定・定期点検の未実施、

故障等の放置 

・安全措置の不備による事故

の発生 

・故意又は長期にわたる関係

者への連絡不備 

・運営業務従事者に関する重

大な要求水準の未達 

・提案内容を満たさない人員

配置の頻繁な発生（当該期

間の運営日数の 25％以上） 

提供不全 

レベル３ 指定時刻に配送されなかった

場合 

指定時刻までに配送されず、

園児・児童・生徒が所定の時

刻から給食を喫食できなかっ

た場合 
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レベル４ 給食の一部が提供されなかっ

た場合 

配缶間違い等により児童が一

部の献立を喫食できなかった

場合（２品目以上喫食できな

かった場合はレベル５とみな

す） 

レベル５ 給食が提供されなかった場合 児童が給食を喫食できなかっ

た場合（アレルギー食の誤配

送を含む） 

その他重大

な問題 

レベルＡ ・虚偽報告が発覚した場合 

・人身事故が発生した場合 

レベルＢ ・異物混入により傷病者が発生した場合 

・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 

レベルＣ ・食中毒事故が発生した場合 

 

（２）減額ポイント 

減額ポイントは以下のとおりとする。 

市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務

に対応する当月の減額ポイントを確定する。 

 

ア 業務不履行の場合（レベル１・２） 

業務不履行の場合、業務不履行のレベルに応じて、以下のとおり減額ポイントを付与

する。 

表：減額ポイント 提供不全の場合（レベル１・２） 

区 分 基 準 減額ポイント 

業務 

不履行 

レベル１ 
是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される

場合 
１ 

レベル２ 
是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される

場合 
２ 

 

イ 提供不全の場合（レベル３・４・５） 

提供不全の場合、提供不全により影響を受けた給食数のレベルに応じて、以下のとお

り減額ポイントを付与する。 

表：減額ポイント 提供不全の場合（レベル３・４・５） 

影響を受けた給食数

の割合※ 

減額ポイント 

レベル３ 

（配送遅延） 

レベル４ 

（一部未提供） 

レベル５ 

（未提供） 
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１％未満（０％を含

まず） 0.5 
１ ２ 

１％以上５％未満 ２ ４ 

５％以上 10％未満 
１ 

３ ６ 

10％以上 30％未満 ４ ８ 

30％以上 ２ ５ 10 

※影響を受けた給食数の割合＝提供不全食数÷当該日の提供食数予定数 

 

ウ その他重大な問題（レベルＡ・Ｂ・Ｃ） 

上記に関わらず、その他重大な問題があった場合には、以下の減額ポイントを付与す

る。 

表：減額ポイント その他重大な問題（レベルＡ・Ｂ・Ｃ） 

区 分 基 準 減額ポイント 

レベルＡ 
・虚偽報告が発覚した場合 

・人身事故が発生した場合 
20 

レベルＢ 
・異物混入により傷病者が発生し場合 

・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 
30 

レベルＣ ・食中毒事故が発生した場合 40 

 

なお、虚偽の報告が発覚した場合で、当該内容が減額の対象となる事態に該当する場

合は、各減額ポイントを合算するものとする。 

また、食中毒事故が発生した場合で、営業停止期間を伴う場合（当該食中毒事故発生

日、営業停止期間が２四半期にまたがる場合を含む。）であっても減額ポイントは食中

毒事故につき 40ポイントを超えないものとする。 

 

（３）減額ポイントを加算しない場合 

減額の対象となる状態と認められたとしても、以下のア又はイに該当する場合には

減額ポイントを加算しない。 

ア やむを得ない事由により減額対象となる状態が生じた場合で、かつ、事前に市に連絡

があった場合。 

イ 明らかに運営事業者の責めに帰さない事由によって減額対象となる状態が生じた場

合。 

 

（４）優れたサービス提供に対して現額ポイントを減算する対象となる事態と減算方法 

維持管理・運営事業者が優れたサービスを提供した以下のア又はイに該当する場合

には、維持管理・運営事業者の求めに応じて減額ポイントを減算することがある。なお、



18 

 

減算による救済措置は、最大５ポイントとし、「その他重大な問題」が生じた場合には

適用できないものとする。 

ア モニタリングの結果、運営業務において、本契約等を上回る水準の個別サービスが提

供された次に例示するような場合には、当該期間中の減額ポイントを最大５ポイント

減算する救済措置を受けることができる。この場合に減算するポイント数は、業務日誌

提出後７日以内に維持管理・運営事業者に通知する。 

① 給食提供日直前（前日もしくは当日）に市からの求めに応じて、予定給食数（当該

時点までに既に変更の連絡があった場合には、直近の変更後の数）を 200食以上上

回る給食を提供した場合 

② 食材の納入が遅れ、給食提供に影響が及ぶ可能性がある状況において、維持管理・

運営事業者が市に協力し、影響を最小限に食い止めた場合 

③ 不可抗力による災害に際して、運営事業者の創意工夫と努力によって、給食提供サ

ービスを維持、あるいは速やかに復旧した場合 等 

イ 直前１年間について３ヶ月毎の減額ポイントの合計が２点以下であった場合には、

減額ポイントが５点を超過した時に救済措置として２点を減算できるものとする。本

救済措置は、１回適用するごとにゼロクリアーされるものとする。 

 

（５）減額ポイントの支払額への反映 

市は、モニタリングが終了し、減額ポイントを付与する場合には、維持管理・運営事

業者に減額ポイントを通知する。サービス購入費の支払に際しては、当該四半期の減額

ポイントの合計を計算し、次表に従って四半期分のサービス購入費Ｂ及びＣに相当す

る額に対し、該当する減額割合を乗じて減額の計算を行う。 

市は、当該四半期に合計された減額ポイントを、当該期間のモニタリングにのみ用い

るものとし、次の四半期に持ち越さない。 

維持管理・運営事業者は、必要に応じ減額の対象となった業務について、市に対し説

明を行うことができるほか、減額について異議がある場合には、申立てを行うことがで

きるものとする。この場合において、当該四半期のサービス購入費の支払時期までに減

額ポイントを確定することが困難である場合は、減額ポイントを確定し、維持管理・運

営事業者に通知した日の属する四半期に係るサービス購入費の支払額から減額を行う。 

表： 

減額ポイント合計 減額率の計算方法 減額率の範囲 

５ポイント未満 ０％にて固定※１ ０％ 

５ポイント以上 

10ポイント未満 

５ポイントで減額率 0.5％ 

さらに５ポイントを超えて１ポイン

ト増えるごとに減額率 0.5％増加 

0.5～2.5％ 

10ポイント以上 10ポイントで減額率３％ ３％～22％ 
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30ポイント未満 さらに 10ポイントを超えて１ポイン

ト増えるごとに減額率１％ 

30ポイント以上 

40ポイント未満 

30ポイントで減額率 23％ 

さらに 30ポイントを超えて１ポイン

ト増えるごとに減額率 1.5％ 

23％～36.5％ 

40ポイント以上 

40％にて固定 40％（さらに当該四半期分

の運営業務に係る対価の支

払停止※２） 

※１：上記の運営業務等に係る対価の減額率が０％であっても、「未提供給食数（小学校献

立）×１食当たりの小学校献立料金単価」、「未提供給食数（特別食）×１食当たりの

特別食料金単価」、の減額は行うものとする。 

※２：支払停止の措置が発生した場合、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが

20 ポイント以下となった四半期分のサービス対価に、支払停止措置が発生した四半

期の減額の措置後のサービス購入費を加算して支払う。 

 

サービス購入費の減額は、本契約別紙２．１（５）で算定したサービス購入費Ｂ（固

定料金）及びサービス購入費Ｃ（変動料金。レベル５に該当する未提供給食数を反映し

た実際に提供された給食数による）それぞれに減額割合を乗じた額とする。 

消費税及び地方消費税を除く減額する額に一円未満の端数が生じた場合、その端数

金額を切り上げる。また、かかるサービス購入費Ｃをもとに計算した消費税及び地方消

費税に端数が生じた場合、その端数金額を切り上げる。 

 

（６）減額ポイントの連続発生に伴う措置 

２四半期連続して減額ポイントの合計が 21以上となった場合、市は、上記（５）の

サービス購入費の減額措置に加え、当該連続する四半期のサービス購入費の支払いを

停止する。 

この場合、当該連続する四半期以降の四半期において、減額ポイントが 20ポイント

以下となった場合、減額ポイントが 20ポイント以下となった四半期のサービス購入費

に、支払い停止となった四半期のサービス購入費を加算して支払う。 
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別表 サービス購入費各回支払い内訳 

下記の表における支払額及び支払スケジュール（以下、本別表において「本支払額及び支

払スケジュール」という。）は、別紙６に定めるサービス購入費の支払い方法の改定及び消

費税の税率改定、その他事業契約の規定により変更されることがある。本支払額及び支払ス

ケジュールが変更される場合、維持管理・運営事業者は変更後の本支払額及び支払スケジュ

ールに基づき下記の表を改定し、市と維持管理・運営事業者で確認を行うものとする。 

 

≪サービス購入費Ａ≫ 

回 支払予定時期 サービス購入費Ａ 
消費税及び地方

消費税相当額 

合計 

（消費税込み） 

1 
給食開始確認書の受領後、 

適法な請求書を受領後 30日以内 
   

 

≪サービス購入費Ｂ及びサービス購入費Ｃ≫ 

回 支払対象期間 

運営に係る対価 
消費税及び地方

消費税相当額 

合計 

（消費税込み） 
サービス購入費Ｂ

（固定料金） 

サービス購入費Ｃ

（変動料金） 

1 
令和 6年 9月 
 

    

2 
令和 6年 10 月～ 
令和 6年 12 月 

    

3 
令和 7年 1月～ 
令和 7年 3月 

    

4 
令和 7年 4月～ 
令和 7年 6月 

    

5 
令和 7年 7月～ 
令和 7年 9月 

    

6 
令和 7年 10 月～ 
令和 7年 12 月 

    

7 
令和 8年 1月～ 
令和 8年 3月 

    

8 
令和 8年 4月～ 
令和 8年 6月 

    

9 
令和 8年 7月～ 
令和 8年 9月 

    

10 
令和 8年 10 月～ 
令和 8年 12 月 

    

11 
令和 9年 1月～ 
令和 9年 3月 

    

12 
令和 9年 4月～ 
令和 9年 6月 

    

13 
令和 9年 7月～ 
令和 9年 9月 

    

14 
令和 9年 10 月～ 
令和 9年 12 月 

    

15 
令和 10年 1 月～ 
令和 10年 3 月 
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回 支払対象期間 

運営に係る対価 
消費税及び地方

消費税相当額 

合計 

（消費税込み） 
サービス購入費Ｂ

（固定料金） 

サービス購入費Ｃ

（変動料金） 

16 
令和 10年 4 月～ 
令和 10年 6 月 

    

17 
令和 10年 7 月～ 
令和 10年 9 月 

    

18 
令和 10年 10月～ 
令和 10年 12月 

    

19 
令和 11年 1 月～ 
令和 11年 3 月 

    

20 
令和 11年 4 月～ 
令和 11年 6 月 

    

21 
令和 11年 7 月～ 
令和 11年 9 月 

    

22 
令和 11年 10月～ 
令和 11年 12月 

    

23 
令和 12年 1 月～ 
令和 12年 3 月 

    

24 
令和 12年 4 月～ 
令和 12年 6 月 

    

25 
令和 12年 7 月～ 
令和 12年 9 月 

    

26 
令和 12年 10月～ 
令和 12年 12月 

    

27 
令和 13年 1 月～ 
令和 13年 3 月 

    

28 
令和 13年 4 月～ 
令和 13年 6 月 

    

29 
令和 13年 7 月～ 
令和 13年 9 月 

    

30 
令和 13年 10月～ 
令和 13年 12月 

    

31 
令和 14年 1 月～ 
令和 14年 3 月 

    

32 
令和 14年 4 月～ 
令和 14年 6 月 

    

33 
令和 14年 7 月～ 
令和 14年 9 月 

    

34 
令和 14年 10月～ 
令和 14年 12月 

    

35 
令和 15年 1 月～ 
令和 15年 3 月 

    

36 
令和 15年 4 月～ 
令和 15年 6 月 

    

37 
令和 15年 7 月～ 
令和 15年 9 月 

    

38 
令和 15年 10月～ 
令和 15年 12月 

    

39 
令和 16年 1 月～ 
令和 16年 3 月 

    

40 
令和 16年 4 月～ 
令和 16年 6 月 
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回 支払対象期間 

運営に係る対価 
消費税及び地方

消費税相当額 

合計 

（消費税込み） 
サービス購入費Ｂ

（固定料金） 

サービス購入費Ｃ

（変動料金） 

41 
令和 16年 7 月～ 
令和 16年 9 月 

    

42 
令和 16年 10月～ 
令和 16年 12月 

    

43 
令和 17年 1 月～ 
令和 17年 3 月 

    

44 
令和 17年 4 月～ 
令和 17年 6 月 

    

45 
令和 17年 7 月～ 
令和 17年 9 月 

    

46 
令和 17年 10月～ 
令和 17年 12月 

    

47 
令和 18年 1 月～ 
令和 18年 3 月 

    

48 
令和 18年 4 月～ 
令和 18年 6 月 

    

49 
令和 18年 7 月～ 
令和 18年 9 月 

    

50 
令和 18年 10月～ 
令和 18年 12月 

    

51 
令和 19年 1 月～ 
令和 19年 3 月 

    

52 
令和 19年 4 月～ 
令和 19年 6 月 

    

53 
令和 19年 7 月～ 
令和 19年 9 月 

    

54 
令和 19年 10月～ 
令和 19年 12月 

    

55 
令和 20年 1 月～ 
令和 20年 3 月 

    

56 
令和 20年 4 月～ 
令和 20年 6 月 

    

57 
令和 20年 7 月～ 
令和 20年 9 月 

    

58 
令和 20年 10月～ 
令和 20年 12月 

    

59 
令和 20年 1 月～ 
令和 20年 3 月 

    

60 
令和 20年 4 月～ 
令和 20年 6 月 

    

61 
令和 20年 7 月～ 
令和 20年 8 月 

    

 

 


